
○
成
田
国
際
空
港
の
安
全
確
保
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
（
抄
）

昭
和
五
十
三
年
五
月
十
三
日
号
外

法
律
第
四
十
二
号

（
工
作
物
の
使
用
の
禁
止
等
）

第
三
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
規
制
区
域
内
に
所
在
す
る
建
築
物
そ
の
他
の
工

作
物
に
つ
い
て
、
そ
の
工
作
物
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
に
供
さ
れ
、
又
は

供
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
工
作
物
の
所
有
者
、
管

理
者
又
は
占
有
者
に
対
し
て
、
期
限
を
付
し
て
、
当
該
工
作
物
を
そ
の
用
に

供
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

多
数
の
暴
力
主
義
的
破
壊
活
動
者
の
集
合
の
用

二

暴
力
主
義
的
破
壊
活
動
等
に
使
用
さ
れ
、
又
は
使
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
爆
発
物
、
火
炎
び
ん
等
の
物
の
製
造
又
は
保
管
の
場

所
の
用

三

成
田
国
際
空
港
又
は
そ
の
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
の
航
行
に
対
す
る
暴

力
主
義
的
破
壊
活
動
者
に
よ
る
妨
害
の
用

、

、

２

国
土
交
通
大
臣
は

前
項
の
禁
止
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て

当
該
禁
止
を
命
ぜ
ら
れ
る
べ
き
者
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又

は
当
該
命
令
を
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
公
告
に
よ
り
こ
れ
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３
～
５

（
略
）

６

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
禁
止
命
令
に
係
る
工
作
物
が
当
該
命
令
に

違
反
し
て
同
項
各
号
に
掲
げ
る
用
に
供
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
工
作
物
に
つ
い
て
封
鎖
そ
の
他
そ
の
用
に
供
さ
せ
な
い
た
め
に
必
要
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
～

（
略
）

15国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
又
は
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ

16
る
権
限
を
行
使
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
要
件
の
事
実
に
つ
き
、
関
係

行
政
機
関
に
対
し
、
必
要
な
資
料
の
提
供
及
び
意
見
の
提
出
を
求
め
る
も
の

と
す
る
。

○
成
田
国
際
空
港
の
安
全
確
保
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
施
行
規
則

昭
和
五
十
三
年
五
月
十
三
日
号
外

（
抄
）

運

輸

省

令

第

二

十

五

号

（
公
告
）

第
一
条

成
田
国
際
空
港
の
安
全
確
保
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
（
昭
和
五
十
三

年
法
律
第
四
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に

。

よ
る
公
告
は
、
官
報
又
は
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。


